
令和２年７月３日 

工事現場の熱中症対策に関する現場管理費補正の運用について（通知）

 このことについて、令和元年６月３日付けで、夏季における猛暑日などの気候状況を考

慮し、工事現場熱中症対策に必要な経費として、現場管理費の補正を試行しているところ

ですが、令和２年 7月 2日付けで国土交通省不動産・建設経済局建設業課入札制度企画指
導室課長補佐から通知があったので、新型コロナウイルス対策に伴う熱中症対策の費用計

上に関する当面の取扱いについて、下記のとおり変更することとしたので参考までに通知

します。 

記

１ 用語の定義

 （１）真夏日

（現行）日最高気温３０度以上を観測した日をいう。

     ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が３０度以上の場合とする。

（変更）日最高気温２８度以上を観測した日をいう。

     ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が２８度以上の場合とする。

２ 適用

   令和 2年 7月 1日以降に適用する。

３ 問合せ先

   技術企画課 積算管理グループ （TEL 087-832-3511）



①特記仕様書 記載例

（工事現場の熱中症対策に関する現場管理費補正の試行対象工事） 

  ①本工事は、「工事現場の熱中症対策に関する現場管理費補正の試行」対象工事である。 

  ②運用等は、香川県ホームページから入手できる。 

令和元年 6月(https://www.pref.kagawa.lg.jp/gijutsukikaku/kiteishuu/sonota/r1netsu.pdf) 

令和 2年 7月(https://www.pref.kagawa.lg.jp/gijutsukikaku/kiteishuu/sonota/r2netsu.pdf) 



工事打合せ簿

発議者 ■発注者 □受注者 発議年月日 令和 年 月 日

協議事項
□指示 □協議 ■通知 □承認 □提出 □報告 □届出

□その他（ ）

工事名 ○○工事

本工事は「工事現場の熱中症対策に関する現場管理費補正の試行対象工事」で

あるので、通知します。

 制度の詳細については、下記のページをご覧ください。

令和元年 6月(https://www.pref.kagawa.lg.jp/gijutsukikaku/kiteishuu/sonota/r1netsu.pdf) 

令和 2年 7月(https://www.pref.kagawa.lg.jp/gijutsukikaku/kiteishuu/sonota/r2netsu.pdf)
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発注者

上記について

□指示 □協議 □通知 □承認 □提出 □報告 □届出

□その他（ ） します。       令和 年 月 日

受注者

上記について

□指示 □協議 □通知 □承認 □提出 □報告 □届出

□その他（ ） します。       令和 年 月 日
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②工事打合簿記載例 


